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国土交通省国立研究開発法人審議会 令和６年度第１回土木研究所部会 

令和６年７月２４日 

 

 

【事務局】  それでは、定刻になりましたので、国土交通省国立研究開発法人審議会令和

６年度第１回土木研究所部会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。事務局の大臣官房技術調査

課の信田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは事務連絡になりますけれども、本日は、オンラインによる開催となります。会議中

に万が一、接続不良等ございましたら、お伝えしております連絡先への電話、またはＴｅａ

ｍｓのチャット機能で御連絡ください。皆様が御発言を希望される場合には、Ｔｅａｍｓの

「手を挙げる」機能を御利用ください。また、御発言の最初にお名前を述べてから御発言い

ただければと思います。 

 続きまして、配付資料についてですが、議事次第に配付資料のリストを記載しております

ので、御確認ください。 

 本日、審議会令に規定する定足数は過半数となっておりますが、部会委員１０名中９名の

方に御出席いただき、定足数を満たしていることを御報告いたします。委員の御紹介につき

ましては、委員名簿に代えさせていただきます。 

 それでは、議事に先立ちまして、技術審議官の沓掛より御挨拶を申し上げます。 

【技術審議官】  ７月１日付で技術審議官を拝命しました沓掛と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日は御多忙の中、谷口部会長をはじめ、多くの委員の皆様に御出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

 御案内のとおり、土木研究所は、現在、第５期の中長期目標において設定しました３つの

柱、「自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくりへの貢献」、それと「スマートで持続可

能な社会資本の管理の貢献」、そして「活力ある魅力的な地域・生活への貢献」、これを柱と

して業務を行っているところであります。本日の部会では、この柱に基づいて行っています

令和５年度の業務実績について御意見をいただく予定としております。 

 本日の委員会に先立ちまして、委員の皆様には事前に評価を行っていただくなど、大変尽

力をいただいておりますこと、改めてこの場を借りて御礼申し上げたいと思います。本日は
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忌憚のない意見をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私の冒頭の挨拶とさせていただきます。失礼いたします。 

【事務局】  引き続きまして、谷口部会長より御挨拶いただければと思います。 

 会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  筑波大の谷口守と申します。部会長を拝命しております。よろしくお願いい

たします。 

 能登の災害発生とか社会変化、いろいろ激しいことがありまして、それに対応して、土研

さんの業務もいろいろバージョンアップしていかないといけないという、いろいろ限られ

た制約の中でやっていかないといけないということですけれども、そういう御尽力を今回、

我々委員で見させていただいて、それで、よいところはしっかりとよいよというお話をさせ

ていただいて、改善すべきところはしっかり確認させていただくと、そういう場でございま

すので、委員の皆様、御意見をいただくとともに、内容をきちんと反映させていただければ

と考えております。簡単ですけれども、御挨拶とさせていただきます。今日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

 本日の議事は、令和５年度業務実績評価となります。まず、本日の流れについて御説明さ

せていただきます。 

 令和５年度の評価について、項目ごとに法人からの説明、その後、質疑を繰り返しまして、

最後に評価の審議といった流れで進めさせていただきます。なお、評価に関する意見の審議

につきまして、このときに研究所の関係者は御退出いただく形を取ります。また、評価に関

する審議については、個別項目ごとに評価を審議いただいて、最後に総合評価をいただくと

いうような形でやらせていただければと思います。 

 ここからは部会長のほうに進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【部会長】  承知いたしました。 

 本日は２名の委員が途中退室とのことでございますので、途中で発言をいただきたいと

思っております。円滑な議事進行に御協力をお願いいただければと思います。 

 それでは、まず最初に、土木研究所より御挨拶をいただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

【土木研究所】部会長をはじめ委員の皆様には、大変貴重な時間を土木研究所部会のために

割いていただくこと、改めて感謝を申し上げます。 
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 私、理事長になって２年が経過しました。この間、総理をつかさどる理事長として、特に

２つのことが大事だというふうに考えました。そのことをお話しして、その認識に発する取

組内容について、資料３の２から４ページを用いながら説明することで、冒頭の理事長挨拶

とさせていただきたく存じます。１０分ほどで済ませたいと思います。 

 １つ目の認識、国立研究開発法人に求められる役割が大きく変化してきています。その中

で土木研究所をどうすべきか、改めて明確にする必要があると認識しています。直近では、

今年の３月に内閣府と府省担当部局の申合せにおいて、国研は産学官連携の中核を担い、科

学技術イノベーション政策を根幹から支え、国家的重要課題に戦略的に対応していくため

の中核機関であると謳われて、研究マネジメント人材などの育成をはじめ、機能強化の方向

性が打ち出されています。こうしたかねてからの期待に呼応して、土木研究所も土研法を踏

まえつつ新たな取組をしてきているところです。 

 例えば、代表例、内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム」、いわゆるＳＩＰのス

マートインフラマネジメントシステムの構築の研究推進法人になり、運営交付金、もともと

の業務経費の５割を超える研究予算を新たに確保・管理しながら、研究マネジメントに乗り

出しています。このような国研への新しい期待を、しかし、受け身でこなすのでは駄目で、

土研としての運営の方針の幹を改めて示す必要があるというふうに考えております。 

 ２つ目の認識、土研の研究者が目指すべき根本の姿を研究所として改めて示す必要があ

るということです。研究を担う新規採用職員の受験要件から国家公務員試験合格を外すと

いう判断を令和元年に下し６年が経過、応募者数が３から４倍に激増、増加分は公務員試験

非受験者におおむね対応しています。はるかに多くの応募者を対象に検討できる状況にな

りました。 

 その一方、各人がこれまで深めてきた研究分野の専門性をさらに極めていきたい、それを

重視する思考と、世の中の期待を広く見据えて土木研究所の目的遂行に大きな意味でもコ

ミットする、そういう力量を身につける思考との間のギャップが大きくなっていないか。結

果、土研の研究者が、これら２つの整合のさせ方に戸惑いを生じやすくなっていないかとい

う懸念があり得て、もしそれが如実になるとするともったいないと考えました。この懸念を

払拭し、それぞれが自身の将来像を能動的かつ安心して描けるように、目指すべき根本の姿

を研究所として改めて示す必要があると考えた次第です。その根幹にある私の考えは、各人

の自発性の思う存分の発揮と、所としての考え方の提示のどちらも欠けてはならない。両者

が真剣に交わり旺盛な化学反応を起こす、それこそが大事ということであります。 
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 以上、２つの認識に発して、経営会議で議論をし、理事長が総括して土木研究所の存在意

義と目標像を今年の２月につくりました。そのエッセンスをお手元の業務実績等報告の概

要の２ページから３ページに、そして現在の土木研究所の特徴に係る主要なファクトを

４ページに示しています。 

 最初にその４ページをお開きいただければと思います。左側の図、研究の屋台骨となって

いる上席研究員クラス以上がたどってきたキャリアパスを示したものです。研究一辺倒と

いうことではなくて、一定割合で、いや応なく技術実装の本質を考えさせられる現場などを

職務として経験してきています。それが大きな特徴です。 

 右上の図は博士号取得状況を示しております。土研に入ってからの取得が大半という特

徴があります。実際の課題を土研の仕事として吸収した上で、その課題解決を学術の世界に

つなげることで博士号を取得したと言えると思います。博士を取っての入所者は少ないで

すけれども、博士号取得割合は研究部門で３６％になっています。この点、大学サイドの御

理解と御尽力のたまものと改めて感謝を申し上げたいと思います。 

 右下の図、土研の研究者、技術者が実は様々な属性、様々な専門分野の人たちで構成され

ていることを示しています。 

 以上のような土木研究所自身の特徴を自らに対しても、他者に対してもきちんと伝えら

れることが大事と考えております。ただし、これは、その特徴を明確にして安住するためで

はなくて、ここにある特徴のよいところを生かし、次に向けて足りないところも直視して両

方求めていく、そういうスタンスで臨んでおります。 

 資料３の２ページをお開きいただければと思います。先ほど述べました土木研究所の存

在意義と目標像の説明に入ります。まず、上のほう、土研法などから土木研究所の目的を「土

木技術の向上を図り、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に貢献」、こ

のように確認しました。となると、土木技術とは何か。これが大事になります。それを次の

ように解釈しました。土木技術、これは「人間社会が発展でき、自然の恵みを享受しながら、

誰もが・どこでも・安心して生き生きと暮らせる社会の実現」に向けて、地球と人間との間

のインターフェース、まさにインフラ、これをつくるための技術全般であって、土木技術の

最終目的はインフラを整備すること自体ではなくて、それも通じて世の中をよくすること

である。このように解釈し、こうしてこのページの上半分全体にある明確な目的を土研が持

っていると捉えました。 

 ここから、研究開発技術指導成果の普及における心棒として、２つの根源と６つの基軸を
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提示しました。この根源の「世の中を良くする」ことにつながる、「利他的・倫理的・公共

的」であるか、これは土木学会の宣言の内容に共感して取り込みました。そして、基軸１、

２、３、４、５、６とあります。これはやや抽象的に見えますけれども、いずれもここから

様々に考えを展開できる深みのあるものと考えております。 

 ３ページに進ませてください。では、そうなりますと、目指すべき研究者・技術者像はど

うなるか。今示しました根源を真摯に実践する、基軸にのっとって最善を尽くす、これを共

通のこととして、ここにありますような①から④の４つを選択的な目標として掲げました。 

 ①は、皆さん御案内だと思います。オーソドックス、あるいはオーセンティックなものと

言えます。従来から土研の本分のイメージでありまして、この後説明します能登地震災害へ

の対応などは、①の地道な蓄積があってなされたものと言えます。 

 ②、これを拡張して、従来の考え方から時に飛躍して新しいものをつくっていく。これも

強調しよう。 

 ③、さらにジャンプをして、研究マネジメントというものにも踏み出していこう。 

 ④、これはある種、バックオフィス的なことですが、この重要性を組織として決して軽ん

じてはいけない。こういう４つを掲げました。 

 選択的としたのは、①から④の全てをいきなり満たそうとする必要はないからでありま

す。能力発揮にはいろいろな道筋があって、自らの志のありようや専門性を見定めた上で、

普通は①、②、③の中で少なくとも１つをより高いレベルで実践することを目指してほしい。

その上で、意欲があればウイングを広げて、総合的な力量を持つ土木技術者にもなってほし

いと、こういう考えを打ち出しています。 

 そして、このページの左下の図、これは組織運営全般の観点からのものです。土研の本分

と国研にこれから本質的に期待されることがよく吟味されて、やるべきことの基本線は体

系化されている。そして、④が共通エンジンとなって、基本的性格が異なります①から③の

遂行が、相互の相乗効果の発揮も含めて全体としてよい組合せでうまくなされていく。その

ような状況を能動的・持続的につくっていく、そういう運営を目指していきたい。これをこ

の図で伝えています。 

 全体として、なぜこんな基本的なことをということかもしれませんが、私としては一回、

プリミティブに回帰して、そこから立ち上げる、そういう仕事の仕方をもう一度つくってい

きたいと考えたからです。これをてこに、職員とともに何をどう実行するかを考え、議論し、

よりよい取組が湧き出る組織にさらになっていきたい、こう考えております。ぜひ、引き続
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きの御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 以上、私の、やや長くなりましたけれども、挨拶とさせていただきます。引き続きよろし

くお願いいたします。 

【部会長】 理事長、どうもありがとうございます。恐らく、私も含めてみんなが何となく

思っていたようなことをちゃんとこの機会に文書化、形にしていただけたのかなというふ

うに思っております。分かりやすい説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、今から具体的な議事の中身に入っていきたいと思います。まず、最初は、研究

開発の成果の最大化について、土木研究所から説明をいただきたいと思います。２０分程度

で御説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【土木研究所】  よろしくお願いします。それでは、５ページを御覧ください。まず、土

木研究所の特徴について御説明いたします。 

 土木研究所は、研究所ですので、当然のことながら、土木技術に関する調査、試験、研究

及び開発を行いますが、それとともに、現場と密接に関わり、技術指導や技術基準類の策定

を通じて研究成果を還元し、世の中をよくするという研究成果の最大化を大きな目的とし

ております。詳細について以降で説明させていただきます。 

 ６ページを御覧ください。令和４年度から始まった第５期中長期計画では、各研究グルー

プが分野横断的に３つの目標、１５の研究プログラムに取り組んでおります。 

 ７ページを御覧ください。土木研究所では、今中長期計画に３つの目標について取り組ん

でおりますが、内容については、先ほど沓掛技術審議官から御紹介があったとおりでござい

ます。 

 ８ページを御覧ください。令和５年度の自己評価を示しております。Ⅰ.研究開発の成果

の最大化その他の業務の質の向上に関する事項については、目標１をＳ、目標２をＡ、目標

３をＡとしております。Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項はＡ、Ⅲ.財務内容の改善に関す

る事項はＢ、Ⅳ.その他業務運営に関する重要事項はＡとしております。 

 ９ページを御覧ください。事項Ⅰにおいては、ここに示す３つの目標に対し、１から４の

観点を主な評価軸として評価を行っており、土研の外部評価委員会での評価結果に加え、

２列目に示す評価指標を踏まえて自己評価を行っております。 

 まず、目標１、自然災害について御説明いたします。１から４の評価軸については、外部

評価委員会でＡ、Ａ、Ａ、Ｓの評価をいただきました。評価指標のうち、共同研究件数につ

いては、基準値の２８件よりも低くなっております。これにつきましては、幾つかの研究グ
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ループに実態を聞いたところ、今中長期計画の開始頃から、連携先の大学や企業から共同研

究よりは連名での競争的資金の獲得をしたいという要望が増えてきており、共同研究を他

の連携方法に切り替えるケースが増えてきているようです。この共同研究件数という指標

は、産官学の連携状況を示す指標として設定されており、共同研究のほか、政府資金等の委

託研究、競争的資金などを加えると３７件となります。 

 目標１の自己評価はＳとしております。これは主に令和６年能登半島地震における土研

の技術指導等の成果を踏まえて自己評価させていただいたものです。次ページで特に能登

半島地震への対応について詳細に説明させていただきます。 

 １０ページを御覧ください。国や地方自治体などからの派遣要請を受け、被災直後から道

路、砂防、土工等の分野で、３月３１日時点で延べ２２８人・日の専門家を現地に派遣し、

道路啓開や復旧活動に貢献しました。道路橋では平成７年の阪神・淡路大震災以降、耐震補

強技術が飛躍的に向上し、技術基準が大幅に見直されたことを受け、能登半島地震において

は、おおむね軽微な被害にとどまっていることが確認され、これまでの耐震技術の改善が功

を奏していることが確認できました。 

 また、平成１９年の能登地震を受け、盛土の締固め基準値を高めるなどの基準のアップグ

レードを行った結果、それ以降に建設された道路では被害が軽微であったことも確認され

ています。２月２１日にはこうした見解を中間報告として取りまとめるとともに、国土交通

省とも共有され、道路技術小委員会を経て、国土交通省の公式見解として世の中に周知され、

誤った見解が流布されることを防ぐことにもつながったと考えております。 

 また、トンネル分野では、石川県珠洲市の国道２４９号大谷トンネルで発生した覆工の崩

落について、自衛隊の隊員の方々とともに覆工コンクリートの被害状況を現地調査し、立ち

入り、二次災害の危険性について所見報告しました。 

 こうした活動は、土木研究所が本来実施すべきものとも言えますが、平時より土木研究所

が世の中から求められる技術力を維持し、その技術力に対する他機関からの信頼がなけれ

ば実現できなかったものであり、平時からの調査研究や現場での技術指導などを通じて培

ってきた技術力が最大限に発揮されたものとして、Ｓ評価とさせていただいております。 

 こうした取組について、より広い周知のために広報にも取り組んだ結果、「ＮＨＫスペシ

ャル」では全体の３分の１で土研の取組が取り上げられ、「サイエンスＺＥＲＯ」では３０分

の番組全てが土研の取組として取り上げられるなど、一定の成果を上げたと考えておりま

す。 
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 １１ページには、目標１で取り上げている４つのプログラムと、その令和５年度の代表的

成果を示しております。以降のページでは、幾つかのアピールポイントを詳細に説明させて

いただきます。 

 １２ページを御覧ください。大地震時の盛土の崩壊抑制及び液状化判定法の高度化に取

り組んでいる事例でございます。令和６年能登半島地震で有効性が実証された締固め基準

の見直しや、既存の盛土崩壊対策技術として提案していたふとんかごが復旧対策手法とし

て提供されました。ふとんかごとは、左下の写真にもございますけれども、斜面の末端に設

置されている大きな石を金網で囲ったもので、構造は単純ですが、これにより盛土内の排水

が促進されるなどの効果があります。 

 また、土研で開発した原位置液状化試験法は、測定時に地震動を模擬した振動を発生させ

ることで、より詳細に地盤の液状化抵抗を確認できます。従来は、棒を挿した際に計測され

る抵抗力で地盤の硬さを測定して液状化しそうかどうかを推定していたのですが、土木研

究所が開発したこの方法では、棒を地面に挿しながら小さな地震を起こすことで測定して

いる層が液状化するかどうかを連続的に直接評価しているというものでございます。液状

化しそうな地盤を３次元で把握することで、より緻密な液状化対策を実施することができ、

河川堤防等の耐震対策コストの縮減が期待されます。 

 １３ページを御覧ください。土砂災害等が発生した際、地方自治体が遠隔地にいる土砂災

害専門家等に対して、ドローンなどで撮影した映像などの詳細な現場状況に関する３次元

の情報を共有可能とする技術を開発しております。これにより現地調査に出発する以前に

専門家による事前の分析が可能となり、現地に着いてから対策を検討していた従来の手順

に比べて、移動中にも検討が行える、さらに、現地調査を行う上でも、事前検討の確認程度

に簡素化できるということで対応が飛躍的に早くなります。迅速化の効果については既に

現場で実証されておりまして、令和５年度には国土交通省の技術基準にも正式に反映され、

今後の災害対応の迅速化が期待されます。 

 １４ページを御覧ください。土研が独自に開発した吹雪時の視程推定手法を用いて、平成

２４年度から毎冬、吹雪時の視界予測情報を試験的に提供しています。令和５年度は、ＳＮ

Ｓでの情報提供や各種技術講習会などでの講演など普及啓発活動を行い、メディアにも取

材されたことで、情報提供するポータルサイトへのアクセス数は前年度比２.５倍に増え、

ＳＮＳでは利用者からの感謝の声も届いております。 

 １５ページを御覧ください。ＩＣＨＡＲＭでは、政策研究大学院大学やＪＩＣＡと連携し
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て、主に開発途上国の行政官を対象とした水防災に係る人材育成の研修事業を推進してき

ております。２０２３年９月末時点で３７か国１９９名の修士号・博士号取得者を輩出し、

国際会議などの場で活躍する研修修了生も出始めております。こうした功績が認められ、令

和５年度にはＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞（先駆的事業活動部門）を受賞いたしま

した。 

 次に、目標２の自己評価について御説明いたします。１６ページを御覧ください。１から

４の評価軸については、外部評価委員会でＡ、Ａ、Ａ、Ｓと評価をいただいております。評

価指標については、表に示すとおりでございます。これらを踏まえて目標２の自己評価はＡ

としております。 

 １７ページには、目標２で取り組んでいる５つのプログラムと、その令和５年度の代表的

成果を示しております。以降のページで幾つかのアピールポイントを詳細に説明させてい

ただきます。 

 １８ページを御覧ください。流水型ダムでは土と土砂の流れを、ふだんは邪魔しないよう

に川底に接するダムの一番下に穴が作られるのですが、その一方、洪水調節のときには、高

いダムを流れ下る水の勢いをそぐことが不可欠で、一般的には減勢のために副ダムを設置

することになります。しかし、この副ダムは普通、ダム直下流の全川幅にわたって立ちはだ

かることになって、生物の移動が自由というせっかくの流水型ダムの長所が発揮されにく

くなってしまいます。 

 そこで土研では、生物の移動を自由にするために、穴の前に副ダムを造ることをやめ、そ

の両側のスペースをうまく水理設計することで減勢効果が発揮されるという今までにない

流水型ダム構造を導き出しました。具体的には、減勢機能を受け持たない穴の下流の川筋と

減勢を受け持つその両脇との間に適度な高さの隔壁を設置します。そして、ダムの高いとこ

ろから両脇に落ちてきた水の一部が隔壁を越えて中央部にも行くようにして、両脇での減

勢の施設が大きくなり過ぎないようにし、しかも乗り越えた先で水が大暴れしない、そのよ

うなうまい乗り越え方に収まる最適な隔壁の高さを２０以上のケースで実験をして、つい

に最終的には見いだしました。これは、治水機能を低下させることなく、環境に極限まで配

慮した構造と言え、川辺川の環境と命の大切さの両方に深い思いのある蒲島前熊本県知事

からも、命と清流を守るダムに限りなく近づいているとのコメントをいただいております。 

 １９ページを御覧ください。従来の橋梁の設計では、２次元のモデルに基づき構造設計を

行い、建設後に発生する具体的な不具合については構造細目として対応してきました。既存



 -10-

の橋梁形式であればノウハウも蓄積されており、２次元のモデルに基づく設計法も十分機

能しますが、現場の制約条件やコスト縮減の観点から、新たな橋梁構造の提案を検討する際

には、建設後に新たに見つかる不具合に対しては事後対応することになります。 

 そこで、より挙動を精緻に再現できる３次元モデルによる構造解析手法を確立し、想定さ

れる弱点を予見し、ここが弱そうだから壊れる前に補強しておこうという予防保全的な事

前の補強や、ここがヤバそうだから時間をかけて見ておこうという重点的な点検ができる

攻めの管理が行える環境を整えようとしております。 

 ２０ページを御覧ください。自動・自律施工に向けて建設機械には様々なセンサー類が設

置されていますが、施工時に収集される各種データをビッグデータとして解析することに

より、品質・出来形の管理検査や将来の維持管理などにも生かそうという取組です。例えば、

切土斜面の場合、ここの図に示しておるものですけれども、基本的にはその形状のみが管理

検査の対象となりますが、施工後に別途、斜面の形状を計測するのではなく、施工時の建設

機械の挙動により斜面の地盤の状況を面的に把握することができますので、施工しながら

出来形検査用のデータを収集できることになります。 

 また、弱部を特定することで施工時の補強対策や将来の点検を効率化することが期待さ

れます。例えば、ショベルカーで地盤を削る際に、削りやすいかどうかは抵抗力としてデー

タを蓄積できますので、ここは軟らかそうだからちょっと固めておこうとか、点検のときに

気をつけて見ておこうという事後の対応の際に有効な情報とすることができます。 

 ２１ページを御覧ください。１０年ほど前から北海道では冬期にポットホールが多く見

られるようになり、事故の多発にもつながっておりました。従来は積雪寒冷地の舗装をずっ

と凍っているという前提で設計管理しており、冬期の路盤はドライな状態で、舗装の下の水

分が凍結し膨張することで、凍上と呼ばれる地面のせり上がりに対応することを求めてお

りました。しかし、このシナリオではこの多発するポットホールをうまく説明できません。 

 そこで土研では、実道における調査などを地道に行い、最終的に地球温暖化により、冬期

間中、凍っているだけではなくて凍結と融解を繰り返しているという状況を見つけ出し、路

盤に浸透した水分により舗装構造が弱体化するという新たなメカニズムを突き止めました。

この調査結果はすぐさま国の委員会にも共有され、土研が提案する路盤からの排水を促進

する対策工法とともに、実装に向けた検討が進められているところでございます。 

 次に、目標３について御説明いたします。２２ページを御覧ください。１から４の評価軸

については、外部評価委員会でＡ、Ａ、Ａ、Ａと評価いただいております。評価指標につい
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ては、この表に示すとおりでございます。以降のページで幾つかのアピールポイントを詳細

に説明いたします。 

 ２４ページを御覧ください。舗装分野のカーボンニュートラル実現に先駆けたアスファ

ルト代替舗装材料として、原油から生成されるアスファルトに代わる接着剤を開発しよう

という取組です。 

 アスファルト舗装は、簡単に言うと、砂利道をアスファルトという接着剤で固めて強度を

上げているのですが、この接着剤として、具体的にはマツヤニのようなものをイメージして

いただくと分かりやすいかと思いますが、植物由来のものなど、安価で安定的に現場に供給

でき、接着効果の期待できる材料について共同研究を行っています。この取組がトリガーと

なり、技術開発ニーズを示すことで、民間における技術開発を促進するという国土交通省の

政策である新技術促進計画にも同様の技術の開発ニーズが示されることになりました。従

来の舗装関係の開発会社以外に、例えば花王などの化学メーカーも参加してきており、舗装

工事の在り方も含め、カーボンニュートラル実現に向けた抜本的な変革が期待されるとこ

ろでございます。 

 ２５ページを御覧ください。大腸菌群数に係る放流水の基準の改正を受け、これまで未確

立であった下水試料に適した大腸菌の測定法を開発し、公定法として提案したものです。具

体的には、他の化学物質の知見などをベースに、まずは表１に示す公定法が備えるべき測定

精度を明確にし、これをクリアするように大腸菌の培養方法や希釈方法などの組合せを検

討いたしました。関係する国の委員会において、土木研究所の委員が公定法のあるべき姿を

提示し、実験結果と併せて検討結果を提示することで了承を得たものであり、これまでの委

員会における技術的貢献と実験を実施し分析する技術力を有する土木研究所だからこそで

きた貢献だと考えております。この成果により、放流水の衛生学的な安全性をより適切に評

価し、公共用水域の適切な水質管理の促進にも寄与するものだと考えております。 

 ２６ページを御覧ください。土木研究所には、過去２０年分の災害事例を分析し、道の駅

の防災機能向上のポイントを技術資料として取りまとめました。道の駅は、ＪＩＣＡでも興

味深いテーマとして取り上げられており、ＪＩＣＡ研究生にもこうした技術資料を用いた

講義等を通じて技術移転を行いました。その結果、ペルーやパラグアイでは、道の駅という

モデルが幹線道路沿線の貧困エリアの開発モデルとして有効ではないかと注目され、その

有効性を検討するプロジェクトが土木研究所で学んだＪＩＣＡ研修生を主体として展開さ

れ、道の駅が世界へ展開する機会を得るに至っております。 
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 以上で項目Ⅰについて説明を終わります。 

【部会長】  どうも御説明ありがとうございました。 

 本日、中座されるということでございますので、これまでの御説明を踏まえてコメントや

御意見、それから、もし評価の修正等がございましたら、いただけますでしょうか。 

【委員】  研究開発の成果の最大化に関しては、研究所の評価に同意するということで、

そのような評価書も作成させていただいて、このコメントで今日は終わりということでよ

ろしいんでしょうか 

【部会長】  退室されるので、ほかのところでも全般的に何かあれば、この機会にいただ

ければ。お願いします。 

【委員】 かしこまりました。 

 まず最初に、理事長からとても熱いコメントを頂戴しまして、災害の激甚化、人口減、高

齢化、あとは地域格差拡大などが明らかになってくる中で、土研の活躍が求められる場所と

いうのは非常に広がっていると思うんですけれども、先ほど部会長がおっしゃっていたよ

うに、当たり前のようなことかもしれないけれども、そういう存在意義、目標像みたいなこ

とを明確な言葉にするというのはとても大事なことで、これが研究所に属する全員の方に

しみわたっている状態になるということはとても大事なことかなと思っています。特に、事

務方の方などにおいても、そこがしっかり分かった上で研究のサポート体制を整備してい

くというようなことも大事なことだと思っていますので、ぜひ、一丸となってミッションを

やり遂げられるような体制をつくっていただけたらというふうに思いました。 

 また、私が評価をする上で、２、３、４の後ろのほうのまだ御説明いただいていない部分

については、ちょっと厳しく全てＢにさせていただいたんですけれども、きちんとやるべき

ことをやっているというふうな捉え方をさせていただいて、Ｂにしました。ただ、最初に御

説明をいただいたように、存在意義や目標像みたいなことを明確にされたりしたことに関

しては、なかなか大きな取組だったなと思う面もありますので、その辺りも含めて、この先、

委員の皆様で評価を検討していただければと思いました。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございます。若干、途中で音声飛んだところがありますけど、御

趣旨はよく分かりましたので、ありがとうございます。 

【委員】  失礼いたします。ありがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございました。ほかの委員の方々からも、この業務実績、それか
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ら自己評価に関して質問等あれば、いただければと思います。あと、御発言に関しましては、

記録のために、初めにお名前を言っていただきますとありがたいです。一応、挙手でという

ことなんですが、僕のほうで全部見えなければ、事務局のほうからも教えていただければあ

りがたいです。いかがでしょうか。 

 出ないようなので、私から教えていただきたいところが、外部評価委員の方が評価してく

ださっているのと我々が見ているものというのは、情報は基本的に同じものでしょうかと

いう、、前提になる質問なんですけれども、そう理解してよろしいですか。 

【土木研究所】  ちょっと見せ方が変わっているかと思いますけれども、内容は基本的に

は同じものだと思っていただければと思います。 

【部会長】  分かりました。私からもう一つなんですけれども、ＩＣＨＡＲＭのお話が途

中で出てきたんですけれども、ほかの業績と比べて、ほかの組織と一緒にやられているもの

に関しては、実際に土研さんがどれだけどの部分に貢献されたかというのはちょっと分か

りにくいんですけれども、その辺りの、実際にここにこういうふうに貢献されたんだよとい

うふうな補足の情報があれば、いただけるとありがたいです。 

【土木研究所】  基本的に、政策研究大学院大学とかＪＩＣＡと連携はしているんですが、

そのツールとして、そういった機関の仕組みを使わせていただいて全体のコーディネート

とか全体の責任については、ＩＣＨＡＲＭがほぼ全て責任を持って実施していると思って

いただいていいかと思います。 

【部会長】  質問に関しては、ＩＣＨＡＲＭではなくて土研がどれだけ貢献されているか

という質問なんですけど、今のお答えでよろしいですか。 

【土木研究所】  ＩＣＨＡＲＭは土研と一体不可分です。 

【部会長】  全く一緒と理解してよろしいですか。 

【土木研究所】  実はＩＣＨＡＲＭの設立の基盤であるところのユネスコと日本国政府

との協定がございます。ここにもろもろのフレームが基本的に示されています。そのミッシ

ョンに従って運営をしています。その大事な項目として、ＩＣＨＡＲＭの活動は土研と一体

でなされるものであると、こういうふうになっています。ですので、もちろんＩＣＨＡＲＭ

という組織がしっかりやっているんですけれども、立てつけとしては、土研のＩＣＨＡＲＭ

と、こういうことになっているというふうに御理解いただけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ほかの組織と一緒にやられている部分ということなので、そこのＩＣＨＡＲ
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Ｍイコール土研であっても、分担関係みたいなのがより分かるようになっていると、評価と

してはやりやすいのかなと思いました。 

 手挙げておられるのは関係されることかも分からないですね。お願いします。 

【委員】  ありがとうございます。今のＩＣＨＡＲＭのところで１つお教えください。Ｉ

ＣＨＡＲＭが、現場の現象とか、課題、ニーズなどを知っている土研自身が教育にも責任を

持って、特に留学生を指導するということは大変すごいことだと思います。 

 その上で教えていただきたいんですが、留学生を招いて日本でＩＣＨＡＲＭで修士課程、

あるいは博士課程で学ばせる上での予算というのは一体どのように措置をされているんで

しょうか。質問の趣旨としましては、こういった教育が継続して行われて、これが土木研究

所、それからＩＣＨＡＲＭの伝統をつくると思いますので、継続してやっていくということ

は非常に大事だと思うんですが、その上で、留学生に対する教育等の資金というのは一体ど

のように捻出されているのかお教えください。よろしくお願いします。 

【部会長】  御回答、よろしくお願いいたします。 

【土木研究所】  先ほど理事長からもＩＣＨＡＲＭについて御説明あったとおり、基本的

には一体不可分でございまして、土木研究所がその費用を負担しているというふうに理解

していただければよろしいかと思います。 

【委員】  そうしますと、日本に来るまでの旅費、あるいは滞在費等も含めて土研のほう

でサポートしていただいているということでしょうか。 

【土木研究所】  補足させていただきます。まず、一義的に責任は土研のＩＣＨＡＲＭが

負っていると、企画、運営、その他。その上で、特に大きなスポンサーとしてはＪＩＣＡさ

んがあります。ＪＩＣＡさんが研修の制度として、この趣旨に全面的に賛同されて、相当の

部分をやはり援助いただいています。幾つかそういう支援のスキームの中で、外部の資金も

加えながら、ベースの運営については土研がＩＣＨＡＲＭの活動のために必要であると、こ

ういう判断をして運営すると。 

 そして、先ほど協定の話をしましたけれども、ユネスコとしては、この協定の前提は、必

要な資金、人的なもの、その他をきっちり手当てすることだ、そういう約束の下に動いてい

ますので、土研としてその運営の継続性、それから成果の発現に対して責任は負っています

し、それに見合うサポートをしていると、そういうふうに御理解いただければと思います。 

【委員】  どうもありがとうございます。資金を獲得することに加えて、やはり教育、特

に留学生を指導していくということは、日々いろいろなことが起こって、現場で本当に苦労
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されながら教育に当たっておられるだろうということは想像に難くありません。今後とも、

ぜひこういった活動を継続してくださることを願っております。どうもありがとうござい

ます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いいたします。 

【委員】  １８枚目のスマートで持続可能な社会資本の管理への貢献のところで、流水型

ダムの御説明をいただきまして、大変すばらしい取組かなと思いました。こちらの検討に関

しまして、今どれぐらい進んでいるのかということで模型実験などをされているというこ

とですけれども、例えば、今後は現地のどこかダムに設置して、どのぐらい実際生物が通過

するのかという調査をするとか、また、これは多分、川辺川と書いてあって、新しい設置か

もしれないんですけど、今後たくさんのダムの更新時期でダムの再生というところもあり

ますので、既存のダムをこういったダムに入れ替えるなどの、そういう国の事業と連携して

進めるような何か目的というか、計画がありましたら教えていただければと思います。 

【部会長】  よろしくお願いします。 

【土木研究所】 私の専門とも絡むので答えさせていただきます。 

 まず、この取組自体は川辺川ダムのためです。ですので、ここで提案したものは早速、川

辺川のこれから詳細な設計に入りますけど、そこに反映されます。それから、今何が引き続

きやられているかというと、少し細かい話になりますけれども、穴あきダム、流水型ダムは、

水と土砂をためるのではなくて、その変換の仕方を変える、システムを変えるということで

す。そうすると、前後に与える水と土砂への影響が非常に結構複雑になりますので、この穴

あきを介した水の上下流への流れが全体としてどういうふうに川を変えていくのか、変え

ないのか。そこをシステムとして理解したいということのために、ダム本体の、局部だけで

はなくて、前後に数キロにわたって河道の模型も作って、水と土砂の流れの全体をどう変え

ていくかという理解をさらに深めようと、こういうことを今やっています。 

 そのことで現場で一生懸命やっているオンゴーイングのいろんなモニタリング、そうい

ったものも逐次取り込みながら、他機関との連携も含めて、学識者さんとの連携も含めて、

トータルで流水型ダムの対応の熟度を上げていこうと。その重要な一パーツを我々が担っ

ていると、こういうことでございます。 

 それから、流水型ダムは全体的な趨勢の中で、結構、その方式を取り上げられる事例が増

えてきています。そうしますと、この川辺川で学んだこと、あるいは学びつつあることを、
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やはり流水型のよりいい設計に応用できるように知見を体系化する。これも非常に重要で、

これもいろんな方と連携しながら土研もしっかり役割を果たしていきたい、こう考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございます。ぜひ学術論文だけでなく、技術のようなレポートで充

実させて還元していただければ思います。ありがとうございました。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 いかがですか。 

【委員】  ３つ目のテーマですね、この中にいわゆる水環境を定量的に評価して、それを

河川改修工事とかに生かしていこうという、そういった定量的な評価手法というのが入っ

ていると思ったんですけれども、認識に間違いないですかね。共生センターで今そういう開

発が行われて、私が委員をやっている十勝川でも、自然環境の改修工事に向けてそういった

定量的評価技術を入れていこうと。それを非常に高く評価して、活力ある魅力的な地域生活

への貢献についても高い評価をつけさせていただいたんですけれども、もし私の認識が間

違っているんだったら、教えていただけますと幸いです。 

【土木研究所】  １７ページを開いてください。プログラム５です。 

【土木研究所】  はい。プログラム、ＰＧ５ですね。例えば成果・取組の中段の欄のとこ

ろに、ネイチャーポジティブの推進に必須の河川環境の定量的な評価と目標設定の手法を

提案し国等に提示、これが先生のおっしゃることかと。 

【委員】  これ、スマートのほうに入るわけですね。 

【土木研究所】  スマートです。 

【委員】  僕、これ、活力ある魅力的な地域生活への貢献かと思って、そっちのほうで評

価しましたけれども、もちろんこのスマートのほうも僕、すごく評価高くつけているので、

そっちのほうは変わらないです。逆に３のほうはＡでよかったかなというふうに今思って

います。 

【土木研究所】  しっかり評価いただいてありがたく存じます。 

【部会長】  ありがとうございます。もし、後で中座されると思いますので、評価の変更

があれば、具体的にここでお伝えいただけるとありがたいんですが。そこは評価を変更され

るかされないか、いずれでしょうか。 

【委員】  コメントにも書いてあったように、僕は川辺川ダムのダムの実験というのはす
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ごく評価していて、これがあるだけでもＳでいいんじゃないかというふうにスマートのほ

うは思いました。。 

【部会長】  スマート②のほうという理解でよろしいですか。 

【委員】  そのほうに環境の定量評価手法というのも入っているのであれば、②のほうに、

これは強くＳを推すということであります。 

【部会長】  ③が逆にＳではなくてＡだったという御理解でよろしいですか。 

【委員】  おっしゃるとおり。 

【部会長】  そのように後で修正させていただくことにいたします。ありがとうございま

す。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 私からもう一つなんですが、先日、寒地土木を見学させていただく機会をいただきまして、

寒地土木の方、いろいろ見せていただきまして、どうもありがとうございました。その中で、

例えば今回、寒冷地の舗装の問題とか、いろいろ重要な課題として挙げていただいているん

ですけれども、実験機器がかなり老朽化していたりして、これから実験とか研究とか続けら

れる上で、実験施設が持続可能なのかどうかということがかなり気になったわけなんです

が、その辺り、ここですぐにお答えいただけることばかりではないと思うんですけれども、

これ、最大化の観点でＳとされているので、そういう意味でいくと大変重要な取組、内部的

にも重要な取組なのかなと思うんですけれども、実験施設の更新とかそういうことも含め

て、研究の持続可能性ですね、その辺りどのように考えておられるか、コメントいただけれ

ばありがたい。 

【土木研究所】 土研の施設については、優先順位等を所内全体で相談して決めて、予算要

求を適切に行っていると認識しております。特に最近は国土強靱化という流れもあって、昨

年度は比較的多くの補正予算をいただいておりますので、引き続きそういう要求を適切に

やっていくことで必要な予算を確保する努力を引き続きやっていきたいと考えております。 

【部会長】  ありがとうございます。目標とか在り方とかきっちり書いていただけた

ので、それに見合うような施設とか環境とか、それをぜひ整えていっていかれるとありがた

いかなというふうに思っております。ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいですかね。 

 それでは、第１部は以上とさせていただいて、お時間もございますので、次の項目に進み

たいと思います。 
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 次に、研究開発以外の後半３項目、それから監査報告について、１０分程度で御説明いた

だければありがたいです。 

【土木研究所】  では、引き続きまして、説明させていただきます。 

Ⅱ.業務運営の効率化に関する事項、Ⅲ.財務内容の改善に関する事項、Ⅳ.その他業務運営

に関する重要事項について説明させていただきます。 

 ２７ページを御覧ください。ⅡについてはＡ、ⅢについてはＢ、ⅣについてはＡと自己評

価しております。 

 ２８ページを御覧ください。Ⅱにつきましては、自己評価をＡとしております。その主な

ポイントを御説明いたします。風通しのよい職場環境の構築のため、若手職員等と意見交換

会を行ったり、幹部が所内を見回り、声かけなどを通じて不安・不満の把握解消に努めてお

ります。特に若手職員との意見交換等を通じて、自らのキャリアパスに対する不安なども感

じ取ることができ、その結果として土木研究所の存在意義と目標像の策定にも一部つなが

っているかと考えております。 

 一方で、公印省略などの具体的な取組により業務の効率化にも努めてまいりました。年次

休暇の取得状況の見える化を通じた職員の意識改革などを行うことで、能登半島地震対応

によって所全体が多忙な時期があったにもかかわらず、年次休暇取得日数が１６.４日を達

成するなど、業務の質を落とさずに働きやすい職場の実現を両立できたと考え、自己評価を

Ａとしております。 

 ２９ページを御覧ください。Ⅲ.財務内容の改善に関する事項につきましては、３次元大

型振動台の修理が完了したこともあり、施設の貸付額が増え、基準値をクリアすることがで

きたため、自己評価はＢとしております。 

 ３０ページを御覧ください。Ⅳ.その他業務運営に関する重要事項については、自己評価

をＡとしております。その主なポイントは２つございます。１つ目は、冒頭の理事長からの

挨拶にもありました土木研究所の存在意義と目標像の策定をはじめとする土木研究所職員

としてのあるべき姿についての意識の共有でございます。立場、採用経緯等の異なる多様な

職員の認識共有のために、土研幹部が構成する経営会議において議論を重ね、全職員に周知

しました。これは現場と密接に関わり、世の中をよくするという土研の根源的な目標を職員

全体で共有するという観点で、内部統制の強化にもつながっていると考えております。 

 ３１ページを御覧ください。２つ目のポイントでございます。従来、土木研究所における

産学官連携による研究開発の手段としては共同研究が主であり、そのため、Ⅰの先ほどの説
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明でも御紹介した研究成果に関わる評価指標として、共同研究件数を取り上げておりまし

た。一方で、これも冒頭の理事長挨拶にもあったとおり、土研としてイノベーションのコン

ダクターとして研究開発プログラムを統括できるプログラムマネジャーの育成にも取り組

むという方向に大きくかじを切り、戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）におけ

る研究推進法人としての活動を始めたというところはその最たるものだと言えます。土木

研究所では、ＳＩＰに関しては研究開発をするというプレーヤーの部分もあるため、利益相

反の観点から、契約事務担当も含む１６名体制の別組織を新たに設置することで、このＳＩ

Ｐの研究推進法人としての役割を果たすということに新たに取り組んでおります。 

 ３２ページを御覧ください。研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して、研

究の健全性・公正性を確保するために、国立研究開発法人土木研究所における研究インテグ

リティの確保に関する規程を策定し、研究インテグリティ確保のための体制を整備してお

ります。 

 一番最後の情報セキュリティインシデントについて特に御説明させていただければと思

います。まず、何が起こったかというところでございますけれども、令和５年６月にスパム

ファイアウォールに対する不正アクセス、いわゆるゼロデイ攻撃があり、受信したメールデ

ータの一部が外部に流出した可能性が判明したため、外部有識者を含め相談を実施し、体制

の見直し及び継続的な対応を実施しました。 

 このゼロデイ攻撃というのは、この下にも書いておりますとおり、字が小さくて見にくい

ですけれども、基本的には、システムの脆弱性に対して修正が行われる前にそれを悪用する

サイバー攻撃ということでございますので、これを完全に防ぐことはできません。ですので、

攻撃後の迅速な対応が必要となります。具体的には、速やかな個人情報保護委員会の報告で

すとか、土木研究所のホームページでの注意喚起、別システムへの切り替え、調査機関への

相談とデータの解析等を実施しました。２については以上でございます。 

 続きまして、監事より監査結果を報告していただきます。 

【土木研究所】 監事監査結果につきまして御報告いたします。 

 お手元の参考資料３を御覧ください。令和５事業年度監査報告１ページ、こちらを御覧く

ださい。まず、冒頭に記載のとおり、独法通則法の規定に基づきまして、令和５事業年度に

おける日常の業務運営全般並びに事業報告書、財務諸表、決算報告書などの監査を実施いた

しました。Ⅰ.監査の方法及びその内容につきましては、理事長をはじめ、役職員とのコミ

ュニケーションを取りながら意思疎通を図り、幅広い情報の収集に努めました。また、経営
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会議や幹部会など重要な会議に出席した際に、役職員から職務の執行状況についての報告

を受けながら、必要に応じて説明を求めて重要な決裁書類などを閲覧し、業務や財産の状況

及び主務大臣に提出する書類を調査いたしました。 

 また、１ページ中ほどの内部統制システムの整備・運用状況の確認につきましては、リス

ク管理委員会等への出席をはじめ、役職員から定期的な報告を受け、内部統制推進部門及び

内部監査部門との連携を図りながら、必要に応じて意見を伝えました。所内全ての研究グル

ープ並びに管理運営部門への監事監査を実施して、年度末には、内部統制担当役員に対する

総括ヒアリングを行いました。 

 さらに、財務諸表等につきましては、検証するに当たりまして、会計監査人が適切な監査

を実施しているか監視するとともに、その職務の執行状況について報告を受けて、必要に応

じて説明を求めました。このような方法による監査の結果は、２ページ目を御覧いただきま

して、Ⅱ.の「監査の結果」以下に記載のとおりですが、まず、１ポツの土木研究所の業務

につきましては、理事長のリーダーシップの下、法令等に従って、中長期目標の着実な達成

に向けて適正かつ効果・効率的に実施されているものと認めます。 

 令和６年元日に発生した能登半島地震におきましても、速やかな研究者の現地派遣、調査、

技術支援を行うなど、有事の対応において自らの社会的使命を果たし、貢献いたしました。

また、業務運営等に関する事項として、研究所の将来を担う人材の確保に関して、本年度も

国家公務員試験合格を要件としない新採用方式を継続するとともに、経験者採用等の取組

により、要員の確保と育成及び適正配置に努めております。 

 次に、２ポツの内部統制システムについてですが、業務方法書の記載内容は相当であり、

研究不正防止への対応や情報セキュリティへの対応及び調達合理化等、内部統制システム

の整備及び運用に努めて、おおむね適切な運営がなされていると判断いたしました。 

 ３ページに移りまして、３ポツについてですが、役員の職務執行に関する不正行為や法令

等に違反する重大な事実は認められません。 

 ４ポツの財務諸表等につきましてですが、会計監査人である太陽有限責任監査法人の監

査方法及びその結果は相当であり、当該法人の職務遂行体制は適正な水準と確認しており

ます。 

 ５ポツの事業報告書は、研究所の状況を正確に記載・表示しているものと認めます。 

 最後に３ページ中ほど以降記載の、その他の監査項目として、Ⅲ.過去の閣議決定におい

て定められた監査事項となりますが、給与水準、入札・契約状況、事務・事業の見直し、保
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有資産の４項目いずれにつきましても、監査の結果、特に問題となった項目はございません

でした。 

 簡単ですが、監査報告は以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、今から質疑に入りたいんですけれども、この後中座されるということなので、

再度でございますけれども、今までの御説明を踏まえてコメント、御意見、評価の修正など

があれば、まずお願いできますでしょうか。 

【委員】  先ほども申し上げたように、第１部のほうで、１番の自然災害からいのちと暮

らしを守る国土づくりへの貢献、これについては、外部評価委員でも評価されたように、能

登半島地震への対応、これを高く評価してＳをつけています。 

 それから、２つ目のスマートについては、土木研究所で行っている流水型ダムの実験、あ

れを高く評価しました。これは地元でも高く評価されています。地元の首長さんたちにも高

く評価されていて、地元にも貢献している非常に貴重な土研の貢献だと感じてＳとしまし

た。 

 私、間違えて、河川環境整備目標定量化を用いた技術、これをもう一つ高く評価していま

して、私が先ほども申し上げたように、十勝川の河川改修にこの手法を使って自然再生技術

検討会、そこで実際に川をどう変えればどのように河川環境がよくなるのか、あるいは悪く

なるのか。こういったものを定量的にできる技術、これは僕は時代を変えるすごく画期的な

技術じゃないかと思って評価しています。特にそれが実は水国の環境調査、僕は環境調査っ

て何の役に立つのかなとずっと見ていたんですけれども、こういう形で非常に役に立った

というのにまた一つ驚きを感じていまして、この２番目のスマートは、その２点に関して私

は強くＳで推したいと、そういうふうに感じています。 

 ３番目の評価は、、Ｓとつけましたけれども、これはＡでもいいかなと思っています。 

 それから、２部の部分について言えば、書いているとおりです。プロパーの研究員を大学

とのクロスアポイントメントにするなど、キャリアパスに関する改善を検討されていると

いう意味では評価しますけれども、もう少し迅速にやっていただきたい。 

 それから、風通しがよい職場環境とか、何か統制を強化するというような、そういう目標

を言われていますけれども、逆に研究を自由にやれるようなそんな雰囲気も大事じゃない

かな。あまり統制が強過ぎても問題はないだろうかというふうなことをちょっと感じまし

た。 
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 以上です。 

【部会長】  先生、どうもありがとうございます。 

 それでは、ほかの委員の方々から業務実績及び自己評価、また監査報告に関して、御質問

等あればいただければと思います。いかがでしょうか。 

お願いします。 

【委員】  よろしくお願いします。研究の業務改善のところでお伺いしたいことで、公印

省略またはペーパーレスなど、かなり積極的に進めて業務運営の効率化を進めていらっし

ゃるということなんですが、その御努力はぜひ、すばらしいので続けていただければと思い

ます。 

 一方で、ＳＩＰですとか、国際共同研究で土木研究所の方と一緒に研究しますと、最も驚

くのが海外出張ですとか、海外の方を招聘する、あるいは、ある程度大きな金額の物品を調

達する際に、びっくりするほど書類を準備しなければいけない。同じことを大学でやると、

国立大学ですと、例えばＡ４の書類数枚で済むというように、事務手続の格差が非常に大き

いということをよく聞きます。もちろん不正防止ですとか、資金の使途透明性みたいな、こ

れまでの歴史的な経緯や必要性があるのでそうされているというのは全く理解しているん

ですけど、最後のほうでインテグリティの取組も進んでいらっしゃると御説明がありまし

たので、ある程度、研究者、同じようなものですので、例えば国立大学ですとか、ほかの国

立の研究所、また研究機関がどのように決裁をしているのか、進めているのかというのを御

参考にされて、できるだけ研究者の時間は取らずに、ただ、必要なことはきちんと守った上

で使えるように、少し手続について整理いただけるとさらによいのではというのは日々感

じているところなので、ぜひ御検討いただければと思います。 

 あと、もう一件ありまして、インターネットの弱さが、やはり今日も少し音声が途切れる

こともあるんですけれども、感じていまして、研究所の中のいろいろな施設の更新の際に、

ネットワークのセキュリティのお話もありましたけれども、少し土木研究所の中で今後サ

イバー化といいますか、ＡＩなどを使いますので、ネットワークないしはそういった特別な

技術をお持ちの方を雇用するなど、そういったもう少し研究所のパワーアップをするため

の何か方針、御計画などがありましたら教えていただければと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。御質問もありましたので、お答えいただければと思

います。 
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【土木研究所】  ありがとうございます。全体的な業務改善につきましては、引き続き着

実に取り組んで、大学の先生等々から見ると、なかなか進まないなというふうに見えている

と思いますし、実は外からどころか、職員からも何でまだできないんだと言われております

ので、そこは着実に進めていきたいと考えております。 

 セキュリティに関しましては、さらっとセキュリティインシデントの報告だけさせてい

ただいたんですけれども、実は結構いろんな方々に御迷惑をおかけしておりまして、最終的

に周知のメールの発信まで時間を要したところもありました。非常に御迷惑をおかけした

ところでございまして、そこはおわびしたいと思います。 

 全体的にはやはり御指摘のとおり、体制が組めているのかというところが一番のポイン

トだと我々も感じております。情報に関する体制強化ですね、そこは必ずやっていかなけれ

ばならないということで、過去には担当者任せで、私自身も含め、任せ切りになっていた部

分もありますので、さきほど風通しのアピールをして風通しよくなりましたよと言いなが

ら、情報セキュリティに関する部分はあまり風通しがよくなかったということも我々反省

としてございますので、そこは中の体制を見直し、ちゃんと連携が取れるようにした上で、

さらにプラスアルファで何か外部の力を借りるとか、そういった取組は考えていきたいと

考えております。ありがとうございました。 

【委員】  ありがとうございます。 

【部会長】 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 じゃあ、私から１つなんですけれども、ＳＩＰでスマートインフラマネジメントシステム

の構築に取り組まれているということで大変結構だと思うんですけど、この項目がその他

業務なのかというのが若干よく分かっておりませんで、先ほどの②番ですよね、スマートで

持続可能な社会資本の管理への貢献というのにもろに重なっているテーマのような気がす

るので、なぜ②番に持っていかれないで、ここのその他業務として想定されているのかとい

う、その辺りの補足をちょっといただければありがたいです。 

【土木研究所】  ありがとうございます。まずは、今回Ⅳで示しているのは、ＳＩＰとい

う事務局機能の部分を、新たに組織を設置して、国土交通省とも調整して、人材を所内も含

めてかき集めて対応するというすごく大変な作業をして、そういうＰＭを育てるという方

向にかじを切りましたという我々の取組としてここは評価していただきたいので、取組と

してなので業務運営に関する重要事項として挙げさせていただきました。 
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 実際、ここにもちょっと書いていますけれども、プレーヤーとして、いわゆる研究者とし

てもＳＩＰに取り組んでおりますので、その具体的な研究成果が出てくれば、適宜、研究成

果として１から３の目標に応じたところに書き込んでいけるのかなというふうに考えてお

ります。まだ特段の成果が出ていないと言うと言い過ぎですけれども、アピールするものが

まだ出ていなかったので、今後期待していただければというところかと思います。 

【部会長】  分かりました。ありがとうございます。 

 よろしくお願いします。 

【委員】  ありがとうございます。今ちょうど見えているこのＳＩＰの件なんですけど、

私、実は内閣府の委員で、調達に関しての審査をする入札監視委員会の委員をしているんで

すけれども、そこでいろんな入札があるんですけれども、ＳＩＰの実効性評価を外部コンサ

ルに委託するという、そういう業務委託があって、何を委託しているのかというと、研究成

果が社会実装されているかということと、それから、今年から新たに加わったんですけれど

も、横展開、つまり、日本国内だけではなくて国際的な展開をして国際貢献につながってい

るかというような、そういう２点について実効性を評価するというのを専門家に委嘱して

いました。 

 社会実装されているかというのは、例年、定点観測でやっているんですけれども、国際展

開されているかというところも新たに加わったということで、ＳＩＰに内閣府はすごく力

を入れているところでもあるんですが、それぞれがまたブレークダウンしてくると思うん

ですけれども、土研においても、ここのところの社会実装を横展開、国際展開というような

ことがもしできているのであれば、そういったところをもっとＰＲして、評価の点にも影響

が出るように、よい評価につながるようにＰＲしてもいいのかなというふうに思いました。

私も非常に大事なことなのに、何となく、何でその他業務運営のその他なのかなというとこ

ろが疑問でもありました。 

 それと、同じくその他の話なんですが、毎年この話をしていると思うんですけれども、多

様性ということをどうよりスピードアップして実現していくのかということなんですけれ

ども、多様性に限らず、多分せっかく、今、理事長の最初のお話は、非常に私は感銘を受け

まして、ミッション、バリュー、ビジョンと、そういったところというのは企業活動におい

ても非常に、そこからスタートしようというところで、そこのところの再確認、再認識、周

知徹底というところを浸透させるというところから始まっているのはすばらしいと思いま

す。 
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 まず、それができているというのがすごく加点材料になるのと、プラスアルファ、それを

浸透させるのは人なので、やはり人材育成とか、多様性とかも含めた人的資本投資というと

ころにもうちょっとこれだけ力を入れていますという、かなりやっていらっしゃるのは分

かるんですけれども、例えば、多様性であれば、女性管理職の数値目標を入れるとか、管理

職の査定評価の中に自分の後継者の候補の中に必ず１人はクオータ的に女性を入れるとい

うような、そういう育成計画が立てられているかというのを評価項目にするとか、何かもう

ちょっと強制の契機というのが必要なのかなというふうに思っていますが、そういう人的

資本投資と企業のほうでは言われているところを前面に出して、その他という項目にごち

ゃごちゃっと入っているのは非常にもったいないというふうに思うんですが、これは、その

他って何となくバスケットみたいな感じですけれども、ＡないしＳが取れてもいいような

方向になるものがたくさんあるのではないかと思いますので、ここのところの、より取りま

とめとか成果のＰＲとかの充実を将来的にはお願いしたいなと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。事務局からコメントお願いします。 

【土木研究所】  ＳＩＰについては、まず一義的には、もう一度確認させていただきます

と、今年度で言うと２０億ぐらいですか、そのお金を基本的には他の研究者にしっかり使っ

ていただいていい成果を出すと。それを、マネジメントするという仕事が一義的なミッショ

ンです。ですので、前段の研究成果については、土木研究所が自ら研究することを前提にい

ただいた業務経費、それを中長期計画に基づいて、先ほど冒頭に審議官からお話があったよ

うに、ちゃんといい成果が出つつあるか、これを見るというところで、どうしてもそこがメ

インなつくりになっています。こういう基本があるというのがまず１つです。 

 その上で、実装部分については、私どもがプレーヤーになっている部分を含めてですが、

基本的には私どもがマネジメントしているこのスマートインフラマネジメントの構築につ

いて、これから技術面での実装具合、それからガバナンス、つまり法制度とか種々の技術基

準等の整備具合との連動性、それから社会的な受容性との関係、そういう指標が今、御案内

だと思いますけど、内閣府からしっかりつくられていて、それに則って始まった第３期のス

マートインフラについて、今２年目ですけど、あと４年の中でその指標をここまで上げなさ

いというのを非常に厳しく言われておりまして、それをいろんな方がやっていただく中で、

マネジメントするサイドとしてもそれをうまくアシストして持っていくと。まさに今そう

いう仕事をしておりますので、この期間内で何とか各点でいい点を取らないとステージゲ

ートを突破できないというのもありますし、うまくいった暁には、事後に、あの土研が研究
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推進法人を務めたＳＩＰはこんなに、もっと使われたなということを目指して引き続き邁

進してまいりたいと、こういうふうに思っております。 

 それから多様性の話、それから人的投資、おっしゃるとおりです。それで、今までもそう

いうものはあったんですけど、私どもは、私が冒頭に説明したように、いま一度明確にした

いということで冒頭説明したことをやりました。その点においてはこれからスタートです。

ですので、あの趣旨に沿って人的な資源はもっとみんなが意識して、部下をもっといい議論

に巻き込もうとか、互いに同じ年代で議論できるようにしようとか、外の人の刺激がもっと

闊達に入るようにしようとか、いろんなやり方があるし、それをシステム化するにはどうし

たらいいか。泉先生が言われたように、抑えるのではなくて触発するような、そういういい

意味のマネジメントはどうしたらいいか。これから職員全体で議論しながら魂を入れてい

くというのはすごく重要で、引き続き御指導を賜れれば大変ありがたいと、こう思いました。

ありがとうございます。 

【委員】  楽しみにしております。 

【部会長】 工学の我々の分野だと抜け落ちがちな視点をきちんと御指摘いただきまして、

どうもありがとうございます。 

お願いします。 

【委員】  今回、新規採用１１名の方が研究職として採用されて、そのうち３１％、女性

研究者が採用されているということで、非常に優秀な女性が土木研究所に就職しておられ

るということは大変ありがたいことだと思いました。この分野全体で継続的に進めていか

ないと、率を全体として上げていくということは難しいと思いますので、そうしますと土木

研究所だけではとてもできることでもなく、やはり大学、それから大学に入ってくる女子学

生、女性学生を増やすということを中高のほうにも広げていかなくてはいけないというと

ころがあります。ですので、ぜひこれは大学等とも協力して、私どもとしては、土木研究所

に就職することを一つのキャリアパスとして示すことができるので、非常にすばらしいこ

とをやってくださっていると思います。ぜひ、土木研究所としても、大学、あるいは中学や

高校と協働していろんなことを、既になされていることと思いますが、引き続きこれについ

てもよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それで、現在どのような形で、大学あるいは企業と情報を共有しながらこういう女性の比

率を上げていこうかということについて、何かお考えがあるようでしたらお教えいただけ

ればありがたいです。よろしくお願いします。 
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【部会長】  よろしくお願いいたします。 

【土木研究所】  具体的にこうやってというものが明確にあるわけではないんですけど、

今日もここの部屋の中にほとんど女性がいないというところは自覚しておりまして、そこ

は何とかしなければならないというところは常々考えているところでございまして、意識

だけは少なくとも持っているということで、ただ、御指摘にあったとおり、まずは受験者と

して女性を優先しますなんていう安易な採り方はないと思いますので、いかに優秀な女性

の方に土研の存在意義みたいのを理解していただいて受験していただくように誘導できる

かといったところは、いろんな我々の個々の先生方と持っているコネクションを使ってア

ピールしていって、受験者数そのものをもっと増やしていく必要があるのかなという、そう

いったところから具体的に始めていきたいかなというふうに考えております。 

【委員】  ぜひ、日本中の大学のこの分野の研究者と力を合わせてやっていくことだと思

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

【部会長】  御指摘ありがとうございます。業界全体でやっていかないといけないことで

すので、御指摘ありがとうございます。 

 ほかに御意見、御質問ありますでしょうか。よろしいですかね。 

 それでは、御意見、御質問等、一通りいただきましたので、今から各項目の評定に関する

審議に入りたいと思います。ということで、法人の関係の方は、すみませんが、しばらくウ

ェブ会議から退出していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

（土木研究所 退室） 

【事務局】  土木研究所が退出しましたので、事務局から少し説明をさせていただきます。 

【部会長】  お願いします。 

【事務局】  評価に関する指針における評定について、今共有させていただいている資料

で説明をさせていただきます。 

 Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄということで、事前評価でつけていただいたように評価をつけていく

ことになりますけれども、着実な業務運営がなされているということであればＢ評定、研究

開発で言うと、顕著な成果の創出がなされていればＡ、特に顕著な成果の創出がなされてい

ればＳというふうに評定をつけることとなっております。赤字で書いていますけれども、Ｓ

評定の例としては、例えば研究成果による新たな知見が国や公的機関の基準・方針や取組な

どに反映され、社会生活の向上に著しく貢献したなどがございます。 

 続きまして、事前評価を先生方につけていただいておりますので、その取りまとめの表を
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表示させていただきます。先ほど、ＳからＡに変えたいというふうな御発言がございました

のが、今色をつけているところでございまして、事務局のほうで今、Ａというふうに変えさ

せていただいております。 

  

 それでは、部会長、お願いいたします。 

【部会長】  ありがとうございます。それでは、一つ一つ、上から順番に確認して、評定

を確定していきたいと思います。 

 まず、一番上の①、自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくりへの貢献でございます

が、Ｓが８名、Ａが１名というふうになっております。Ａをつけてくださっている方から、

もし何か御意見いただければと思うんですが、私のほうではどなたか分からないんですが、

事務局のほうでは分かりますか。 

【事務局】A評価の先生におかれましては、コメントがあればお願いできればと思います。 

【委員】   

 災害のところで物すごい力を発揮されていて、そのこと自体は本当にすばらしいことだ

と思うんですけれども、こういう研究をしてきたということが、災害というある種の実験、

その成果を試す実験のような現場が計画的にではなく、そこが天から降ってきたために、そ

こでいろんなことが実証されたということ自体が評価の枠組みというか、評価の仕組みに

組み込んでいいんでしょうかという、そういう話です。災害が起きなければ、それを実証す

る実験に該当することに遭遇できないので、そもそもそういう自分たちでコントロールで

きない条件の中で起きた評価を評価システムに組み込むことは大丈夫なんですか。災害が

起きたからいろいろ分かって、現場でも実力を発揮できて、だからＳというのがちょっと気

になったということです。 

 

【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  逆に皆さんからいろいろ教えていただければと思います。 

【部会長】  関連して御意見、御質問、もしくは自分の評価を変えたいとかございました

らいただければと思いますが、いかがでしょうか。特にございませんかね。 

先生のおっしゃるのは大変もっともだと思うんですけれども。先ほど事務局から御説明い

ただいたＳの評定の考え方の中に、社会生活の向上に貢献するという文言があるので、今回、

能登の現状に関して社会生活の向上に基本的には貢献する方向で動かれたという、そうい
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う読み方でＳにしてもいいのかなということなのかなとも思いますけれども、いかがでし

ょうかね。一応、多数決を採るわけではないですけれども、そういう機会があってやっと発

揮できたということもあって、Ｓ評定でいかがでしょうか。 

【委員】  Ｓにすることに反対しているわけじゃなくて、理由というか、捉え方ですよね。

説明の仕方ということかもしれませんけれども、能登で貢献できたからＳですというのは

何かやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思います。 

【部会長】  これは事務局にお尋ねしたいんですけれども、この審議の内容というのはど

ういうふうな記録のされ方をされて、どういうふうにフィードバックされるか、そこをちょ

っと確認させていただいてよろしいですか。 

【事務局】  審議の結果については、皆様、今御発言いただいているものが、基本的には

全て議事録として一言一句公表されることになります。また、今回、先生方に取りまとめて

いただいた意見を我々のほうで評価書ということで、そちらに反映をさせていただき、最終

的には総務省のほうに提出をするということになります。その中で、先生が御心配されてい

るＳ評定をつけた場合は、その理由というものを取りまとめて記載をさせていただくとい

うことになります。 

【部会長】  ということで、今先生が御指摘してくださったようなことは、個人の名前を

抜いた形でそのエッセンスが皆さんにフィードバックできるという理解でよろしいですか

ね。 

【事務局】  はい、そのとおりでございます。 

【部会長】  ありがとうございます。それでは、Ｓとさせていただいて、考え方としては、

議論の余地がある、ということをメッセージとして残させていただければと思います。どう

もありがとうございます。 

【委員】  ありがとうございました。 

【部会長】  それでは、この項目の評定はＳということが妥当として進めさせていただけ

ればと思います。 

 次、②です。スマートで持続可能な社会資本の管理への貢献ということで、こちらはＳが

２名、Ａが７名となっております。先ほど、Ｓに関する応援演説がございましたが、Ｓをつ

けていらっしゃる方、もう一名いらっしゃいますが、この場にいらっしゃいますか。 

【委員】  ①と同様、②もＳ評価のパーツがあったので、１個でもＳがあればそういうと

ころを認めて、統合したときにＳというのもあり得るかなという、そういう評価にしてもい
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いのかなというふうに考えて、Ｓにしました。 

【部会長】  ありがとうございます。先ほど指針における評定ではＳ評価の定義が、「世

界で初めての成果や従来の概念を覆す成果などによる当該分野でのブレイクスルー」、「世

界最高の水準の達成」、となっています。そういう面に照らして、１個だけでもいいから全

体をＳに認めていいかどうかということかと思うんですけれども、毎年これからも評価が

行われるわけですよね。何年こういう形で続けるんでしたっけ。あと４年ですか。 

【事務局】  今年が令和４年度から９年度のうちの２回目の評価になっておりまして、

６回中の２回目ということなので、あと４回続けることになります。 

【部会長】  あと４回あるということですね。なので、今無理をして、Ｓを今出したほう

がいいかどうか、そこも含めて考えたほうがいいかも分からないというふうなことも思う

んですが、一応、皆さんの評価としては、Ａが７でＳが２という状況なので、Ａかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

【委員】  はい。特に問題はないかとは思います。 

【部会長】  川辺川のダム、僕も大変すばらしいと思うんですけれども、もうちょっと実

績を重ねられてから、評価が広がってからＳにしてもいいのかなという感じもしておりま

して、そういう意味では、Ｓの玉として持っておいていただければいいんじゃないかなとい

うふうに個人的にはちょっと思ったところです。 

 それでは、こちらの②、Ａ評定として確定させていただきますけれども、よろしいでしょ

うか。 

 特に御異論ないようですので、Ａ評定とさせていただきます。 

 次は３番目、活力ある魅力的な地域・生活への貢献ということで、これ、全員Ａ評定です

ので、特に御意見変えたいという方がいらっしゃらなければ、Ａ評定で確定したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 御異議ないようですので、こちらも③、Ａ評定というふうにさせていただきます。 

 次は２番、業務運営の効率化、電子化に関する事項ですが、こちらはＡが８名、Ｂが１名

となっています。B評価の委員の方のコメントを確認しておきたいと思いますが、事務局か

ら、いかがでしょうか。 

【事務局】  所期の目標を達成していると認められるというふうな御意見をいただいて

おります。 

【部会長】  だからＢだということなんですね。所期の目標を達成しているということで、
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文言どおり言うとＢに、標準になるということですね。また、別の意見として、昨年と同じ

評価方法がＢなんだけど、何で今年Ａなのかというコメントがありまがいかがでしょうか。、

Ａになった理由としては、。休暇の取得の数の増加、業務停滞解消の取組とかですね。あと

は、目標値を大幅に超えているとか、なかなか数値評価が難しい分野ではありますけれども、

効率化は進んでいるという数字は出ているんですね。こちらも、多数決ではないですけれど

も、Ａの評定を多数いただいていますので、Ａ評定ということで御異論ないでしょうか。 

 ありがとうございます。特に御議論なさそうですので、こちらもＡ評定ということにさせ

ていただければと思います。 

 それでは財務内容ですね。財務内容は、Ａがお一人であと８名がＢですけれどもいかがで

しょうか。 

【委員】  財務内容がたしか、非常にプラスになっているというような御説明だったかな

と思うので、先ほどの１個上のやつに比べれば、ここのほうがプラスが見やすい、分かりや

すいんじゃないかなということでＡにしました。 

【部会長】  僕は逆に、当期の純利益は増加しているんですけど、その基となる経常収益、

経常費用も縮小しているんですよね。業務全体が縮小している中で、それで財務的にはプラ

スになっているところがあるみたいな、仕事自体は数字的には減っているような印象を受

けたんですけれども、そんなことはないといったところですかね。 

 ほかの委員の方から何か御質問等ありますでしょうか。特にございませんか。Ａの主張が

強くなければ、ほかの方はＢなので、Ｂとさせていただいてもよろしいですか。 

【委員】  了解です。 

【部会長】 それでは、Ｂとさせていただきます。 

 最後のところなんですが、他の評価と比べてここは評価が若干割れています。内部統制に

関する事項・その他ということで、Ａが６名、Ｂが３名になっていますので、Ｂの側の人は

説明をしたほうがいいかなというふうに思っていますが、まず最初のＢの方というのは誰

になるでしょう。 

【委員】  今日の説明も聞いていて、Ａでもよかったのかなと思いつつも、どうしてＢに

したかといいますと、まず、冒頭の理事長のお話にもありました立派な存在意義と目標像と

いうものをつくられて、これはすばらしいと思いつつも、実際にはこれが土木研究所の皆さ

んにどれだけ浸透していくかというところを評価しないといけないんじゃないかと。打ち

立てられたのはすばらしいことなんですけれども、実際にはこれからこれがどれだけ浸透
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して、土研の活動に反映していくかというところを本来評価すべきなのかなと思って、ここ

は評価したいところだけれども、もう少し様子を見ようというところで、Ａにはまだしない

かなというところでした。 

 それともう一つは、ＳＩＰのマネジメントをやるというところを大きく自己評価されて

いたんですけれども、これ確かにそうなんですけれども、逆に言うと、このテーマ、スマー

トインフラマネジメントシステムの構築ということを土研以外の誰ができるんだろうと。

土研がやって当然じゃないですか。だからここをＡに持っていくと、どうかなというところ

もあって、迷うところではありましたけれども、Ｂとさせていただきました。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございます。先ほどのダムの話もそうですけれども、取り

あえずやったというので高い評価をつけるというのはちょっとどうかということですよね。

ちゃんとそれが時間がたって定着してというふうなことを見て評価したほうがいいんじゃ

ないかという御指摘をいただけたかなと思います。ありがとうございます。 

 次はどなたになりますか。 

【事務局】  B評価の委員の先生のコメントとしましては、所期の目標を達成している。 

【部会長】  ああ、それだからＢですね。 

その他のBの意見としましては、研究所の不正アクセスがあったりして、セキュリティ管理

上、実際の課題が発生したのにＢをＡに上げるというのは、なかなかちょっと認めづらいん

じゃないかなというふうなことで、Ｂでも悪い評価ではないので、Ｂで十分ではないかなと

いうふうに判断したということです。 

 Ａの評価をつけてくださった先生方からＡにすべきだという御意見をいただけるといい

のかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

先生、ありがとうございます。 

【委員】  ありがとうございます。私はこのＳＩＰの管理法人を担当しているということ

は、やはりすごく大きなことだと思います。非常に大きなお金を扱いますし、これを使って

様々な研究成果の場とか、協議の場とかも準備して、これをオーガナイズするということ自

身、研究分野全体を押し上げていくという上で非常に大事な活動をされていると思います

ので、これをあえて引き受けて御担当なさっているということは評価したいというふうに

私は思いました。 

 以上でございます。 
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【部会長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 いかがでしょうか。 

【委員】  一般の民間の企業が今どれぐらいのところまで行っているんだろうかとか、よ

く分からないので、世界というか、社会の常識からいってどうとらえればよいのかもふと頭

をよぎるんですが、基本的には御自身で設定された目標像に照らしてということですので、

淡々と行っているのであれば、自己評価のとおりでいいのかなというふうに思います。 

 また、頂いた資料の前半のほうの事前説明をいただいたときに、土木研究所というのはこ

ういうふうになると言語化されたことというのはとてもよろしいことだと思いますし、言

語化する側が自分がどう思っていたか確認できるし、言語化されたものを聞いた人がまた

それで議論できるので、今後これがどうなっていくのかをずっと楽しみに拝見したいなと

思っています。 

 

【部会長】  ありがとうございます。他の意見としましては、ダイバーシティーで女性比

率３１％まで引き上げたとか、これは確かに特筆すべきことだと思いますので、今のお話の

感じからするとＡを差し上げても差し支えないのかなというふうに思いますが、いかがで

しょうか。 

 特に反論ないということですので、この最後の項目、Ａというふうに評定させていただけ

ればと思います。 

 全体通して何かございますか。よろしいでしょうか。 

【委員】  １つだけよろしいでしょうか。 

【部会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  一番最初のＳ評価のところなんですが、非常に重要な点を御指摘いただいて、

今年の災害を基に評価していいのかというところなんですけど、次年度も何らかのことが

起こるかもしれませんので、ここでどういうふうに考えるかというのを決めておかないと、

評価が難しくなるのかなと思います。私自身は、災害が起こったときに、逆に言えば、土木

研究所が全然活躍できないとかいったことがあると、今度、むしろ評価が低い方向にもなっ

てしまうことになりますですよね。それが現実に起きたことで試されているので、実際に起

こった災害というのはこの評価として用いていいんじゃないかなというふうに思いました。

これはむしろ発揮されるほうばかりじゃなくて、悪い評価になるということもあり得ると

いう意味でそういうふうに思いました。今ここで御議論いただくと、来年の評価をどういう
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ふうにすればいいかという参考になると思いますので、委員長、御議論いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

【部会長】  両論いただいているという形で議事録に残させていただいて、別の機会で土

研の中ででも御審議いただくということでよろしいでしょうか。挙手をいただいている委

員の方、よろしくお願いいたします。 

  

【委員】  今の先生の御提案といいますか、御意見に私も賛成したいと思います。災害が

起きたから必ずしも評価されるんじゃなくて、ちゃんと動けなかったらそれは本当にマイ

ナスの評価になる。それなりの対応、準備をされていたのがきちんとできて、それ以上のこ

とを今回なさっているということで私は評価できると思いますので、土木研究所の目標と

してやはり、防災だとか復旧・復興というのも大きな柱になっているので、それに対しての

活動を想像以上にちゃんとなさったというところは評価できるんじゃないかなと思いまし

た。 

 以上です。 

【部会長】  議論いただけたということで、ありがとうございます。そうですね。いずれ

も議事録に残していただいて、今後の評価の参考になるようにしていただけるとありがた

いと思いますので、感謝申し上げます。 

 それで、ちょっと会議、元に戻らないといけないので、ここで一度締めさせていただいて、

審議の結果、令和５年度評定については、Ｓが１項目、Ａが４項目、Ｂが１項目になります。 

 今、議論、追加でいただいたわけなんですけれども、今いただいた御意見は、事務局で整

理いただくということになっておりますので、後日、委員の皆様には再度御確認いただく機

会を持っていただくということになっておりますので、よろしくお願いします。 

 次に、総合評定に関する意見を取りまとめますので、これについて考え方を事務局より説

明をお願いいたします。 

【事務局】  総合評定の考え方を事務局より御説明いたします。 

 過去、委員の皆様より個別項目の重要度を加味した評価を行ったほうがよいというふう

な御意見をいただいておりまして、それを踏まえまして、研究開発の成果の最大化とその他

の業務の質の向上に関する事項のうち、自然災害からいのちと暮らしを守る国土づくりへ

の貢献の項目、また、スマートで持続可能な社会資本の管理への貢献の項目については、

２倍の重みをつけて評価することとしてございます。よって、今回の場合、個別項目評価を
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勘案すると、最初の２項目は２倍の重みをつけた上で加重平均をいたします。今回の場合、

計算すると、点数は４.１２５点ということで、Ｓが５点、Ａが４点、Ｂが３点、Ｃが２点、

Ｄが１点というふうな点数をつける場合に、平均の点数が４.１２５点となってございまし

て、最も近い評価は、Ａ評価というふうになってございます。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。加重平均ということでございまして、総合評価がＡ

ということになるということでございますが、何か御意見ございましたらいただければと

思いますが、よろしいでしょうか。こういう計算方法で計算するということになっているよ

うでございます。 

 特に御異論なければ、令和５年度評価の総合評定をＡ評価とさせていただきます。ありが

とうございます。この評定理由及び今後の課題につきましては、これまでにいただいた皆様

の御意見を基に事務局で整理し、後日、委員の皆様に御確認していただきたいと思います。 

 以上で審議結果、このような結果をもちまして、部会委員として親会議に報告したいと思

います。 

 それでは、今日の私が進行する議事はここで終了させていただいて事務局に進行をお返

ししたいと思います。どうも御協力ありがとうございました。 

【事務局】  これより土木研究所のほうが再度入室します。 

（土木研究所 入室） 

【事務局】  それでは、土木研究所のほう、入室されました。長時間の御議論、先生方あ

りがとうございました。 

 事務局より連絡事項が２点ございます。 

 １点目でございますけれども、本日の審議の取りまとめ、資料２になりますけれども、委

員の意見を踏まえて記載すべき項目につきましては、本日の意見を踏まえて事務局で案を

作成し、部会長と調整した後、委員の皆様にお示しし、御確認いただいた上で、部会から親

会のほうに報告させていただきます。なお、委員からいただきました意見については、公表

されますので御了承ください。 

 ２点目でございます。本日の議事録につきましては、こちらも事務局で案を作成し、各委

員に確認後、発言者の名前を伏せて公表予定でございます。 

 最後に、土木研究所、より一言御挨拶をよろしくお願いいたします。 

【土木研究所】  本日は貴重な時間を割いていただいて、大変貴重なアドバイス、御指摘
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をいただきまして、ありがとうございました。後日、評価をしっかり受け止めさせていただ

くのは当然ですけれども、その上で、よりいい組織としていい成果が出るような、職員が元

気になるようなそういう運営をより一層、職員とともに進めてまいりたいと思います。これ

からもどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で私の挨拶とさせていただきます。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、令和６年度第１回土木研究所部会を閉会いたします。あり

がとうございました。 

 

── 了 ── 


